
 議案第３９号 

   職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成３０年３月２９日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の退職手当に関する条例（昭和３３年墨田区条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第１項各号列記以外の部分中「退職した者」の次に「（第１６条第１項各号

に掲げる者を含む。）」を加え、同項第２号中「１００分の１１５」を「１００分の

１０７」に改め、同項第３号中「１００分の１５５」を「１００分の１５３」に改め、

同項第４号中「１００分の２１０」を「１００分の２００」に改め、同項第５号中

「１００分の１４０」を「１００分の１３４」に改め、同項第６号中「１００分の１ 

０５」を「１００分の１０１」に改め、同条第２項中「４１．２５」を「３９．７５」 

に改める。 

第６条第１項第１号中「１００分の８５」を「１００分の８３」に改め、同項第２

号中「１００分の１６５」を「１００分の１５７」に改め、同項第３号中「１００分

の１７５」を「１００分の１６８」に改め、同項第４号中「１００分の１６０」を 

「１００分の１５４」に改め、同項第５号中「１００分の９０」を「１００分の８９」 

に改め、同条第２項中「４９．５５」を「４７．７」に改める。 

 第７条の４第２項中「第１６条若しくは」を「第１６条第１項又は」に改め、「支

給を受けなかったこと、又は第１８条第２項の規定により一般の退職手当等の」を削

る。 

 第１０条第１項第１号中「４０２」を「４００」に改め、同項第２号中「３３５」

を「３００」に改め、同項第３号中「２６８」を「２１５」に改め、同項第４号中

「２０７」を「１９０」に改め、同項第５号中「１８５」を「１７０」に改め、同項



第６号中「１６８」を「１４８」に改め、同項第７号中「１４６」を「０」に改め、

同項第８号を削る。 

 第１１条第３項中「第１６条各号」を「第１６条第１項各号」に改める。 

 第１６条中「に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しない」を「（当該退職

をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける権利を

承継した者）に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職を

した者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至 

った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及

ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一

般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる」に

改め、同条に次の２項を加える。 

２ 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した

書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受

けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を当該退職手当管理機関に係

る事務所の掲示場に掲示すること等をもって通知に代えることができる。この場合

においては、その掲示した日から起算して２週間を経過した日に、通知が当該処分

を受けるべき者に到達したものとみなす。 

 第１７条第５項第２号及び第３号中「次条第２項」を「次条第１項」に改め、同条

第６項中「次条第３項」を「次条第２項」に改め、同条第１０項を次のように改める。 

１０ 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用する。 

 第１７条第１１項を削る。 

 第１８条第１項を次のように改める。 

  退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場

合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理

機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職

をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した

者）に対し、第１６条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場



合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は

一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑

に処せられたとき。 

 ⑵ 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項の規定による

懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」という。）を受けたとき。 

 ⑶ 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処分の

対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算

定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべ

き行為をしたと認めたとき。 

 第１８条第２項を削り、同条第３項中「前項第２号」を「前項第３号」に、「同項」 

を「第１６条第１項」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を削り、同条第５

項中「第２項第２号又は第３項」を「第１項第３号又は前項」に改め、同項を同条第 

３項とし、同条第６項を同条第４項とし、同条第７項中「前条第１０項及び第１１項」 

を「第１６条第２項及び第３項」に、「第２項及び第３項」を「第１項及び第２項」

に改め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「第２項又は第３項」を「第１項又は

第２項」に改め、同項を同条第６項とする。 

 第１９条第１項中「前条第２項」を「第１６条第１項」に改め、同条第６項中「第

１７条第１０項」を「第１６条第２項」に改める。 

 第２０条第１項中「第１８条第２項」を「第１６条第１項」に改め、同条第２項中

「第１７条第１０項」を「第１６条第２項」に改める。 

 第２１条第６項中「第１８条第２項」を「第１６条第１項」に改め、同条第７項中

「第１７条第１０項」を「第１６条第２項」に改める。 

 第２２条第２項中「第１８条第２項第２号若しくは第３項」を「第１８条第１項第 

３号若しくは第２項」に改め、同条第３項中「第１８条第３項」を「第１８条第２項」 

に改める。 



 付則第１２項各号列記以外の部分中「平成２５年４月１日」を「平成３０年４月１

日」に、「第１０条第１項第８号」を「第１０条第１項第７号」に、「次の各号に掲

げる退職の日が属する期間に応じ、当該各号に定める」を「６８の」に改め、「それ

ぞれ」を削り、同項各号を削る。 

 付則第１３項中「次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ、当該各号に定め

る」を「２２の」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当につ

いては、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 国における退職手当の支給水準の引下げ及び特別区における行政系人事制度の改正

の趣旨等を踏まえ、官民均衡を図るとともに在職期間中の職務・職責に応じた貢献度

をより一層反映するため、退職手当の見直し等を行う必要がある。 


